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和解による訴訟の解決に関するお知 らせ

当社は,株式会社 キムラメ ド (以 下,「 キムラメ ド」 といいます。)に 対 し,平成 2

6年 2月 12日 ,不正競争防止法第 3条第 1項 に基づ く差止請求及び不法行為 に基づ く

損害賠償請求 を求める不正競争行為差止等請求訴訟 (以 下,「本訴訟」 といいます。 )

を提起 し,東京地方裁判所 にて被告 との間で訴訟が係属 してお りま したが,平成 27年
7月 30日 付で裁判上の和解が成立 しま したので,下記の とお りお知 らせいた します。

1 訴訟提起及び和解 に至るまでの経緯

11)当社が本訴訟で行 つた請求内容は,主 として以下の とお りです。

ア 不正競争防止法第 2条 1項 1号に基づ く差止請求について

キムラメ ドが平成 24年 11月 ころか ら製造販売 を開始 した動物用人工呼吸器

「キムラメ ド動物用人工呼吸器パ ピレス」 (以 下,「パ ピレスJと いいます。 )

は,当 社が木村医科器械株式会社 (以 下,「木村医科器械」 といいます。)か ら

製造販売承認 の承継 を受 け、現在 当社が製造販売を行 つている動物用人工呼吸器

「ミニベ ン トー 3a」 と,寸法 。重量 。外部形状及び前面操作パネルのスイ ッチ

類 。表示等の配列が同 じであ り,自 と青 を基調 とした色彩 も似ていた ことか ら,

当社 は,キ ムラメ ドの上記製造販売等の行為が不正競争 (不 正競争防止法第 2条

1項 1号)に 該 当す るもの と判断 し,本訴訟 において不正競争防止法第 3条第 1

項による差止請求を行いま した。

なお ,本訴訟提起後,キ ムラメ ドは,パ ピレスについて,従来の販売名に加 え

て 「NEO」 とい う呼称 を使用す るよ うにな り,又 , 自主的にパ ピレスの色彩及

びスイ ッチ 。メーターの形状等のデザインを変更 しま した。

イ 不法行為に基づ く損害賠償請求について

当社は,木村 医科器械 の商標 として継続的に使用 されてきた下記商標 (以 下 ,

「木村商標」 といい ます。 )について,木村医科器械 の破産手続 中,木村医科器

械の破産管財人 との間で有償の商標譲渡契約 を締結 して,木村商標 を譲 り受 けま

した。

(本村商標 )
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他方 ,キ ムラメ ドは,木村 医科器械 の破産手続 中,破産管財人か ら有償 の商標

譲渡について打診 を受けるも当該打診 を断 る一方で、木村商標 と実質的に同一 と

いい得 るほ ど酷似 している下記商標 (以 下,「本件商標」 といい ます。)を ,木
村医科器械の破産管財 人の承諾を得ずに登録出願 し,設定登録を受けま した。

(本件商標 )

そ こで,当 社は,キ ムラメ ドの本件商標の商標登録出願・登録行為が票1窃 的な

ものであ り,著 しく社会的妥 当性 を欠 くものであると判断 し,本訴訟 において不

法行為に基づ く損害賠償請求を行いま した。

なお ,当 社が本件商標 の商標登録に対 して行 つた登録異議 の申立てが特許庁に

認 め られたこと,そ れ を不服 とす るキムラメ ドが知財高等裁判所 にて商標登録取

消決定取消請求訴訟 を提起 した もののキムラメ ドの請求を棄去口す る判決が言い渡

されてその判決が確定 した ことは, 2015年 2月 28日 付 TOPICS「 訴訟

の判決に関す るお知 らせ」にてお知 らせ した とお りです c

(2)本訴訟提起後 ,1年以上 にわたる審理 を経て平成 27年 7月 9日 に弁論が終結 し

ま したが,そ の際に,裁判所か ら和解勧告があつた ことを受 けて,同月 3に裁

判上の和解 をす ることといた しま した。

2 和解の相手方 (被告 )

名    称 :株式会社キムラメ ド

所  在  地 :東京都墨 田区江東橋五丁 目8番 16号
代表者の氏名 :代表取締役 木村 和人

3 和解の主な内容 (概要 )

(1)被告は,原告に対 し,パ ピレスについて,被告が本訴訟提起後に 自主的に変更 し

た表示か ら,以 下の内容への変更を行わないことを確約 し,原告は,被告がその確

約 を遵守す る限度において被告がバ ピレスを生産・販売す ることに異議 を述べない

ことを確約す る。

①  「PUPYRES」 の表記を拡大し,又 は掲示箇所を増やすこと

② 青色又は水色部分の面積を拡大すること

③  標 章 を 「PUPYRES」 のみ とす ること

(2)被 告 は,原告 に対 し,本件 商標 に関 し解決金 の支払義務 があ る こ とを認 め,解決

金 を支払 い,原告 は これ を受領 した。

(3)原 告 と被 告 は,本和解 を もつて本件紛争 を 円満 に解決 した こ とを確認 し,各 自の

事業 に不 当に干 渉せず ,こ れ を尊重 し,相 互 に誹謗 中傷 又は客観 的 に誹謗 中傷 と受

け取 られ る行為 を しない こ とを確約す る。

以上
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